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告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
号

　

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
九
条
第
三
項
、

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
九
条
第
五
項
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
、
附
則
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
条
第
三
項
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
一
条
第
三
項
、
第
六

項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
数
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

係

数

又

は

指

数

知
事
が
定
め
る
数

医
療
費
指
数
反
映
係
数

〇
・
三�

一
般
納
付
金
所
得
係
数

〇
・
八
六
五
六
五
二
五
一
七
四
七�

一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

〇
・
九
九
七
九
二
二
四
四
五
七
一
八�

一
般
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

��

〇
・
七�

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数

〇
・
八
六
五
八
二
五
九
六
五
一
一
五
七�

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
八
七
六
四
三�

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

〇
・
七�

介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数

〇
・
八
一
六
八
四
三
五
三
一
七
六
四
七�

介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
六
七
二
三
二�

介
護
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
均
等
割
指
数

〇
・
七�

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

南
三
陸
地
区
在
郷
工
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

南
三
陸
地
区
廻
館
工
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

西
矢
本
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

川
前
四
地
区

二　

処
分
の
年
月
日
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令
和
五
年
三
月
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
号

　

県
有
林
特
別
会
計
に
属
す
る
林
産
物
の
売
払
い
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　�

県
有
林
特
別
会
計
に
属
す
る
林
産
物
の
売
払
い
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示

　

県
有
林
特
別
会
計
に
属
す
る
林
産
物
の
売
払
い
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
宮

城
県
告
示
第
七
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

三
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
」
を
「
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
二
条

第
二
号
に
掲
げ
る
暴
力
団
及
び
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
暴
力
団
員
等
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
三
号
イ
中
「
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
十
六
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
女
川
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
門
脇
字
明
神
無
番
地
先
か
ら

同
市
南
浜
町
四
丁
目
六
番
一
一
地
先
ま
で

前

一
四
・
六
～

�

五
八
・
八

�

四
、
三
一
〇
・
二

後

一
四
・
六
～

�

五
〇
・
〇

�

四
、
三
一
〇
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
田
道
町
一
丁
目
無
番
地
先
か
ら

同
市
田
道
町
一
丁
目
四
番
一
地
先
ま
で

前

　

八
・
一
～

�

一
八
・
五

�

二
四
〇
・
〇

後

一
一
・
三
～

�

二
二
・
七

�

二
四
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

石
巻
市
田
道
町
一
丁
目
無
番
地
先
か
ら

同
市
田
道
町
一
丁
目
四
番
一
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

三
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
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木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
雄
勝
線

石
巻
市
真
野
字
内
原
一
五
二
番
地
先
か
ら

同
市
真
野
字
小
萩
山
五
四
番
四
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

三
月
二
十
八
日

�

午
前
十
一
時

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
雄
勝
線

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
原
三
七
番
六
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
雄
勝
字
原
三
二
番
三
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

三
月
二
十
八
日

�

午
前
十
一
時

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
雄
勝
線

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
原
三
二
番
三
地
先
か
ら

同
市
雄
勝
町
雄
勝
字
原
五
番
四
地
先
ま
で

令
和
五
年

�

三
月
二
十
八
日

�

午
前
十
一
時

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
二
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
、
仙
台
塩
釜
港
塩
釜
港
区
の
港
湾
施
設
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

種　

類

施
設
名

位　
　

置

構　

造

数
量
・
能
力

備　

考

係
留
施
設

貞
山
ふ
頭
一
号

岸
壁

塩
竈
市
貞
山
通
一
丁
目

六
十
二
番
十
五
、
六
十

七
番
二
十
一
、
四
十
五

番
十
三
、
六
十
七
番
二

十
五
及
び
六
十
七
番
二

十
六
地
先
地
内

重
力
式

延
長
一
六
一
メ
ー
ト

ル

新
規

荷
さ
ば
き

施
設

貞
山
ふ
頭
一
号

荷
さ
ば
き
地

塩
竈
市
貞
山
通
一
丁
目

六
十
二
番
十
五
、
六
十

七
番
二
十
一
、
四
十
五

番
十
三
、
六
十
七
番
二

十
五
及
び
六
十
七
番
二

十
六
地
先
地
内

ア
ス
フ
ァ
ル
ト

舗
装

面
積
七
、
三
二
四
平

方
メ
ー
ト
ル

新
規

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
三
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

事
業
の
名
称

　
　

富
谷
市
高
屋
敷
西
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

富
谷
市
三
ノ
関
狼
沢
七
十
三
番
地
の
一

三　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
十
一
月
五
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

事
業
施
行
期
間

　
　

（
変
更
前
）
令
和
三
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　

（
変
更
後
）
令
和
三
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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五　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
四
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
終
了
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

岩
沼
市
早
股
松
原
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

渋
谷
商
事
株
式
会
社

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

令
和
三
年
三
月
五
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

施
行
地
区

　
　

岩
沼
市
早
股
字
小
林
及
び
同
字
松
原
の
各
一
部

五　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
二
月
二
十
五
日

六　

終
了
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
終
了
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

大
崎
市
役
所
周
辺
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
崎
市

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

施
行
地
区

　
　

大
崎
市
古
川
七
日
町
、
同
市
古
川
浦
町
、
同
市
古
川
千
手
寺
町
一
丁
目
の
各
一
部

五　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
八
日

六　

終
了
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
六
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地
再
開
発
組
合

の
解
散
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

海
岸
通
一
番
二
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

塩
竈
市
海
岸
通
三
番
十
号

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
五
月
十
九
日

四　

解
散
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
十
七
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
度
に
宮
城
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体

の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
」
と
い
う
。）
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格
を
次
の
一
の
と
お
り
定
め
た
。

　

な
お
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
の
二
か
ら
七
ま
で
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
申
請
し
、
八
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

資
格
要
件

　
　

１
及
び
２
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
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㈠　

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
者

　
　

㈡�　

二
に
掲
げ
る
申
請
に
必
要
な
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
記
載
を
し
な
か
っ
た

者

　
　

㈢�　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
及
び
同
法
第
二
十

七
条
の
二
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
な
い
者

　

２�　

参
加
を
希
望
す
る
建
設
工
事
（
建
設
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）
の
種
類
に
応
じ
た
経

営
事
項
審
査
に
よ
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
が
、
次
の
表
の
基
準
を

満
た
す
者

調
達
を
す
る
建
設
工
事
の
種
類

基　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

準

土
木
一
式
工
事

建
築
一
式
工
事

九
百
五
十
点
以
上

八
百
五
十
点
以
上

二　

申
請
に
必
要
な
書
類

　

１　

建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資
格
審
査
申
請
書

　

２　

添
付
書
類

　
　

�　

直
近
の
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し
（
審
査
基
準
日
が
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資

格
審
査
申
請
書
の
提
出
日
前
一
年
七
月
以
内
の
も
の
に
限
定
）

三　

申
請
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語

　
　

日
本
語

四　

受
付
期
間

　

�　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
宮
城
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
宮
城
県

条
例
第
十
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）

五　

申
請
書
の
配
布
期
間

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
休
日
を
除
く
。）

六　

申
請
書
の
配
布
及
び
申
請
書
類
の
提
出
場
所

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班

七　

申
請
の
方
法

　
　

提
出
場
所
に
申
請
書
類
を
郵
送
す
る
こ
と
。

八　

資
格
承
認

　

�　

資
格
審
査
の
結
果
、
一
の
資
格
要
件
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
へ
の
参
加
資
格
を
承
認
し
、
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
（
特
定
調
達
契
約
）
参
加
資
格
承
認
者
名
簿
に
登
載
す

る
。

九　

審
査
結
果
の
通
知

　
　

当
該
申
請
者
に
郵
送
で
通
知
す
る
。

十　

資
格
承
認
の
有
効
期
間

　
　

資
格
承
認
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
一　

資
格
の
更
新
手
続

　

�　

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
資
格
申
請
の
公
示
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
当
該
公
示
に
基
づ
き
申
請
書
類
を

提
出
す
る
こ
と
。

十
二　

申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）　

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

宮
城
県
税
務
業
務
用
端
末
等
賃
貸
借　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
行
政
庁
舎
ほ
か

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

公
告
の
日
か
ら
落
札
決
定
の
日
ま
で
の
間
に
、
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
要

領
に
基
づ
く
資
格
制
限
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規
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定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く
更
生
手
続

開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
更

生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７�　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と

す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行
為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す

る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
か
か
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
又
は

関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

仕
様
書
に
示
す
要
件
を
満
た
し
た
納
入
機
器
等
の
仕
様
等
を
入
札
説
明
書
で
定
め
る
期
日
ま
で
に
県
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　

９　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
項
に
該
当
す
る
こ
と
。

　
　

㈠　
Ｊ
Ｉ
Ｓ　
Ｑ　

２
７
０
０
１
又
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｉ
Ｅ
Ｃ　

２
７
０
０
１
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。

　
　

㈡　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度
の
認
定
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　

10�　

業
務
を
共
同
連
帯
し
て
受
託
す
る
た
め
２
以
上
の
者
を
構
成
員
と
し
て
結
成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
（
以
下
「
企

業
連
合
」
と
い
う
。）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

　
　

㈠�　

す
べ
て
の
構
成
員
が
１
及
び
３
か
ら
７
ま
で
の
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
協
定
書
又

は
委
任
状
等
に
よ
り
企
業
連
合
の
代
表
と
し
て
指
定
さ
れ
た
構
成
（
以
下
「
代
表
構
成
員
」
と
い
う
。）
は
８

及
び
９
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　

㈡　

構
成
員
が
他
の
企
業
連
合
の
構
成
員
と
し
て
、
又
は
単
独
に
よ
り
本
入
札
に
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　

�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調

達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九

八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
五
年

四
月
十
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交

付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　

�　

〒
九
八
〇－
八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
総
務
部
税
務
課
シ
ス
テ
ム

管
理
班
（
担
当　

清
水　

陽
介　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
三
二
八
）
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３　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
限

　
　

�　

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
令
和

五
年
四
月
十
七
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

現
場
説
明
会　

行
わ
な
い
。

　

５　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

６　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　

イ　

入
札
の
期
間　

令
和
五
年
五
月
八
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
五
年
五
月
九
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ�　

郵
送
の
場
合
は
、
令
和
五
年
五
月
九
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
。
郵
送
に
当
た
っ
て
は
、
調
達
案
件
名
及

び
開
札
日
を
中
封
筒
に
記
載
し
、
入
札
書
在
中
の
旨
外
封
筒
に
朱
書
き
の
上
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て

２
の
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も

受
理
し
な
い
。

　
　
　

ロ　

持
参
の
場
合
は
、
７
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

　

７　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
五
年
五
月
十
日
（
水
）
午
後
一
時
三
十
分

　
　

㈡　

場
所　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
一
階
一
一
〇
五
会
議
室

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
四
５
の
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
に
よ
る
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
保
証
金
の
免
除
を
希
望
す
る
場
合
は
、
入
札
保
証
金
免
除
申
請
書
（
実
績
を
証
す
る
契
約
書
等
の

写
し
を
含
む
。）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

㈠　

提
出
方
法　

持
参
又
は
郵
送

　
　

㈡　

提
出
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先　

四
２
に
記
載
の
と
お
り

　
　

㈢　

提
出
期
限　

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
五
時

　

３�　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
（
昭
和
三
十

九
年
三
月
三
十
日
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
百
十
四
条
に
該
当
す
る
場
合
は
免
除
す
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

消
費
税
の
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業

者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額

を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
業
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予

定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

７　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

８　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

９�　

こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行

令
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
た
長
期
継
続
契
約
対
象
業
務
と
し
て
複
数
年
度
に
渡
る
履
行
期
間
の
契
約
締
結
を
行
う

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
案
件
に
つ
い
て
翌
年
度
以
降
の
歳
出
予
算
が
不
成
立
と
な
っ
た
と
き

は
、
契
約
書
の
定
め
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
。

　

10　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

11　

詳
細
は
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1
�　

Place�and�D
eadline�of�Bid�Subm

ission�:�System
�M
anagem

ent�Section,�T
axation�D

ivision,�

General�A
ffairs�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent�3-8-1�H

oncho,�A
oba-ku,�Sendai,�

M
iyagi�980-8570�Japan.�M

ay�9,�2023,�5
:00�p.m

.
　

2

�　
N
ature�and�Q

uantity�of�Item
s�or�Specified�Services�to�be�Procured�:�Lease�of�devices�and�

other�equipm
ent�for�M

iyagi�Prefecture�taxation�use�(1�set)

　

3

�　

Place�and�D
ate�of�Bid�Selection�:�Conference�Room

�1105,�11th�floor�of�M
iyagi�Prefectural�

Governm
ent�Building�3-8-1�H

oncho,�A
oba-ku,�Sendai,�M

iyagi�980-8570�Japan�

　
　
　

M
ay�10,�2023,�1

:30�p.m
.

　

4

�　

Contact�Inform
ation�:�Y

ousuke�Shim
izu,�System

�M
anagem

ent�Section,�T
axation�D

ivision,�

General�A
ffairs�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent�3-8-1�H

oncho,�A
oba-ku,�Sendai,�



（9）　令和５年３月28日　火曜日 第390号宮　　城　　県　　公　　報
M
iyagi�980-8570�Japan

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
保
守
点
検
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
五
年
三
月
十
四
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

オ
ム
ロ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社　

東

北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
二
番
十
五
号

五　

落
札
金
額　

六
千
百
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
二
―
四
（
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
二
―
四
―
二

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
二
―
四
（
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―

四
（
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
四
項
中
「
文
書
等
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
文
書
等
不
開
示
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「文

書
等
非
開
示
決
定
通
知
書

」
を
「文

書
等
不
開
示
決
定
通
知
書

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
七
号
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
改
正
後
の
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
二
―
六
（
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
）
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
二
―
六
―
一

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
二
―
六
（
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
）
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
六
（
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
）
の
全
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
二
―
六

　
　
　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七

十
二
号
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
―
四
十
三

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
一
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「

白
石
市
小
原
字
伊
勢
原
道
上
一
番
地

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂
山
二
五
番
地

白
石
市
立
小
原
小
学
校

蔵
王
町
立
遠
刈
田
小
学
校

」
を
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「

白
石
市
小
原
字
伊
勢
原
道
上
一
番
地

白
石
市
越
河
平
字
平
合
二
三
番
地
一

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂
山
二
五
番
地

白
石
市
立
小
原
小
学
校

白
石
市
立
白
石
南
小
学
校

蔵
王
町
立
遠
刈
田
小
学
校

」
に
、

「

白
石
市
小
原
字
伊
勢
原
道
上
一
番
地

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂
山
一
六
番
地

白
石
市
立
小
原
中
学
校

蔵
王
町
立
遠
刈
田
中
学
校

」
を

「

白
石
市
小
原
字
伊
勢
原
道
上
一
番
地

白
石
市
越
河
平
字
平
合
二
三
番
地
一

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂
山
一
六
番
地

白
石
市
立
小
原
中
学
校

白
石
市
立
白
石
南
中
学
校

蔵
王
町
立
遠
刈
田
中
学
校

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
―
七
十
一

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
四
項
中
「
循
環
型
社
会
推
進
課
」
を
「
廃
棄
物
対
策
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
―
七
十

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
県
警
察
の
項
中
「

参

事

官

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
」
を

に
、

「

参

事

官

」

「

交
通
事
故
総
合
分
析
室

長高
齢
運
転
者
等
支
援
室

長管
理
官
（
人
事
委
員
会

が
定
め
る
者
に
限�

る
。）

」

「

交
通
事
故
総
合
分
析
室

長管
理
官
（
人
事
委
員
会

が
定
め
る
者
に
限�

る
。）

」
を

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
―
四
十
六

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
一
級
の
項
中

「

加
美
町
立
鹿
原
小
学
校

石
巻
市
立
東
浜
小
学
校

石
巻
市
立
大
原
小
学
校

登
米
市
立
横
山
小
学
校

加
美
郡
加
美
町
字
鹿
原
水
堀
三
番
地
一

石
巻
市
牧
浜
字
竹
浜
道
二
二
番
地
二

石
巻
市
大
原
浜
大
光
寺
一
番
地

登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
九
一
番
地

」
を

「

加
美
町
立
鹿
原
小
学
校

石
巻
市
立
大
原
小
学
校

登
米
市
立
津
山
小
学
校

加
美
郡
加
美
町
字
鹿
原
水
堀
三
番
地
一

石
巻
市
大
原
浜
大
光
寺
一
番
地

登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
九
一
番
地

」
に
、

「

七
ケ
宿
町
立
七
ケ
宿
中
学
校

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
瀬
見
原
一
番
地
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石
巻
市
立
荻
浜
中
学
校

登
米
市
立
津
山
中
学
校

石
巻
市
荻
浜
字
田
浜
山
三
番
地

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
舘
石
六
番
地

」
を

「

七
ケ
宿
町
立
七
ケ
宿
中
学
校

登
米
市
立
津
山
中
学
校

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
瀬
見
原
一
番
地

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
舘
石
六
番
地

」
に
改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
五
十
（
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�
宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
五
十
一

　
　
　�

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
五
十
（
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
五
十
（
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。）」
を
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」に
改
め
、「
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」の
下
に「
及

び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
の
下
に
「
及
び
任
期

付
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
加
え
る
。

　

第
一
条
の
八
第
二
項
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
子
の
あ
る
職
員
」
を
「
子
（
条
例
第
三
条
第
四
項
第
一

号
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下
「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い
う
。）

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期

課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
を
養
育
す
る
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、

同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
号
中
「（
条
例
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下
「
特
別
養

子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い
う
。）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

姻
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
子
を
含
む
。）」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
五
十
二

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
、
次
に
掲
げ
る
作
業
」
を
「
、
人
命
、
船
舶
若
し
く
は
積
荷
の
安
全
を
図
る
た
め
又
は
人
命
若

し
く
は
他
の
船
舶
を
救
助
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
作
業
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
―
四
十
八

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
三
中
「
、
次
に
掲
げ
る
作
業
」
を
「
、
人
命
、
船
舶
若
し
く
は
積
荷
の
安
全
を
図
る
た
め
又
は
人
命
若
し

く
は
他
の
船
舶
を
救
助
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
作
業
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
―
二
（
人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
（
職
員
の
定
年
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
―
三

　
　
　�

人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
―
二
（
人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
（
職
員
の
定
年
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
三
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委
員

会
規
則
九
―
二
―
二
（
人
事
委
員
会
規
則
九
―
二
（
職
員
の
定
年
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
少
年
相
談
指
導
官
」
を
「
上
席
術
科
指
導
官
、
少
年
健
全
育
成
指
導

官
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
―
七
十
七

　
　
　�

人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
名
取
市
の
項
中
「（
な
と
り
の
魅
力
創
生
課
関
係
）」
を
「（
政
策
企
画
課
関
係
）」
に
改
め
、
同
表
角
田
市

の
項
市
長
部
局
の
規
定
中
「
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「　

副
危
機
管
理
監
」
を
、「
館
長
」
の
下
に
「　

副
館
長
」
を

加
え
、
教
育
委
員
会
の
規
定
中
「
教
育
専
門
監
」
の
下
に
「　

子
ど
も
支
援
専
門
監
」
を
加
え
、
同
表
岩
沼
市
の
項
中

「

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

人
事
職
員
係
長

（
財
政
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
総
合
戦
略
課
関
係
）

課
長
補
佐　

秘
書
係
長

」

「

（
総
務
課
関
係
）

課
長
補
佐　

財
政
係
長

（
政
策
企
画
課
関
係
）

課
長
補
佐　

秘
書
係
長　

人

事
職
員
係
長

」
を

に
改
め
、
同
表
登
米
市
の
項
市
長
部

局
の
規
定
中
「
部
長
」
の
下
に
「　

局
長
」
を
、「
財
政
一
係
長
」
の
下
に
「　

財
政
二
係
長
」
を
、
支
所
の
規
定
の

次
に
「

障
害
者
地
域

活
動
支
援
セ

ン
タ
ー

所
長

」
を
、
保
育
所
（
園
）
の
規
定
の
次
に

「

こ
ど
も
園

園
長

」
を
、
児
童
館
の
規
定
の
次
に

「

子
育
て
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ

ー

所
長

児
童
活
動
セ

ン
タ
ー

所
長

を
加
え
、
教
育
委
員
会
の
規
定
中
公
民
館
の
規
定
を
削
り
、

農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー

所
長

に
ぎ
わ
い
セ

ン
タ
ー

所
長

」

「

図
書
館

館
長

「

学
校
給
食
セ

ン
タ
ー

所
長

を

学
校
給
食
セ

ン
タ
ー

所
長

に
改

」

教
育
支
援
セ

ン
タ
ー

所
長

け
や
き
教
室

所
長

」

め
、石
ノ
森
章
太
郎
ふ
る
さ
と
記
念
館
の
規
定
の
次
に
「

中
田
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー

所
長

」
を
加
え
、
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「

体
育
館

館
長

を

歴
史
博
物
館

館
長

」
に
改

運
動
場

所
長

」

体
育
セ
ン
タ�

ー

所
長

め
、
同
表
東
松
島
市
の
項
中
「
局
長　

課
長
」
を
「
局
長　

参
事　

課
長　

副
参
事
」
に
、「
会
計
管
理
者　

課
長
」

を
「
会
計
管
理
者　

参
事　

技
術
参
事　

課
長　

副
参
事　

技
術
副
参
事
」
に
、「
学
校
教
育
管
理
監　

課
長
」
を
「
学

校
教
育
管
理
監　

参
事　

技
術
参
事　

課
長　

副
参
事　

技
術
副
参
事
」
に
、

「

監
査
委
員

事
務
局

局
長

を

農
業
委
員
会

事
務
局

局
長

」

「

監
査
委
員

事
務
局

参
事　

局
長　

副
参
事

に
改
め
、
同
表
大
崎
市
の
項
中
「　

政
策
推
進

農
業
委
員
会

事
務
局

参
事　

局
長　

副
参
事

」

監
」
を
削
り
、「
産
業
振
興
局
長
」
を
「
世
界
農
業
遺
産
推
進
監
」
に
改
め
、
同
表
蔵
王
町
の
項
中
保
育
所
の
規
定
の

次
に
「

認
定
こ
ど
も

園

園
長

」
を
加
え
、
教
育
委
員
会
の
規
定
中
「
課
長
」
の
下
に
「　

室
長
」
を
加
え
、
事
務
局
の
規
定
の
次
に
「

幼
稚
園

園
長

」
を
加
え
、
同
表
柴
田

町
の
項
中
事
務
所
の
規
定
を
削
り
、
同
表
山
元
町
の
項
町
長
部
局
の
規
定
中
「
課
長
」
の
下
に
「　

室
長
」
を
加
え
、

同
表
松
島
町
の
項
中
「
次
長
」
の
下
に
「　

副
参
事
」
を
加
え
、
保
育
所
の
規
定
中
「
所
長
」
の
下
に
「　

副
参
事
」

を
加
え
、
教
育
委
員
会
の
規
定
中
「
班
長
」
の
下
に
「　

室
長
」
を
加
え
、
同
表
大
郷
町
の
項
中
「　

主
幹
」
を
削
り
、

同
表
加
美
町
の
項
中
「　

支
所
課
長
」
を
削
り
、
母
子
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
規
定
を
削
り
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
規
定

の
次
に
「

地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー

所
長

」
を
加
え
、
教
育
委
員
会
の
規
定
中
「　

園
長　

室
長
」

を
削
り
、
事
務
局
の
規
定
の
次
に
「

認
定
こ
ど
も

園

園
長

」
を
加
え
、
中
新
田
交
流
セ
ン

タ
ー
の
規
定
を
削
り
、

「

中
新
田
体
育

館

館
長

を

陶
芸
の
里
ス

ポ
ー
ツ
公
園

所
長

」

「

ふ
る
さ
と
陶

芸
館

館
長

」
に
改
め
、
同
表
涌
谷
町
の
項
町
長
部
局
の
規
定
中
「
会
計
管
理

者
」
の
下
に
「　

参
事
」
を
、「
課
長
」
の
下
に
「　

室
長　

副
参
事
」
を
加
え
、
保
育
所
の
規
定
を

「

こ
ど
も
園

園
長

」
に
改
め
、
教
育
委
員
会
の
規
定
中
「
課
長
」
を
「
参
事　

課
長

　

副
参
事
」
に
改
め
、
教
育
委
員
会
の
規
定
の
次
に

「

農
業
委
員
会

事
務
局

局
長

」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
白
石
市
外
二
町
組
合
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
八
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
の
委
任
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

一　

二
の
㈢
中
「
、
通
知
」
を
削
る
。

　
　

二
の
㈣
中
「
第
四
十
一
条
の
二
」
を
「
第
四
十
一
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　

二
の
㈥
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　

�
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〇
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　

平
成
九
年
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
）
は
、
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

　

平
成
十
五
年
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
）
は
、
令
和
五

年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
五
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
令

和
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
十
六
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

一　

二
の
�
を
削
り
、
同
�
か
ら
同
�
ま
で
を
同
�
か
ら
同
�
ま
で
と
す
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
七
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

一　

二
の
�
を
削
り
、
同
�
か
ら
同
�
ま
で
を
同
�
か
ら
同
�
ま
で
と
す
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
七
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
四
年
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
の
基
準
等
）
の
一
部
の
委
任
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

一　

二
中
㈤
を
削
り
、
同
㈥
か
ら
同
�
ま
で
を
同
㈤
か
ら
同
�
ま
で
と
す
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
４
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査

の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
５
年
３
月
28日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
髙
　
　
橋
　
　
伸
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
渡
　
　
辺
　
　
忠
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
団
体
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
下
記
２
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
３
年
度
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
が

あ
っ
た
場
合
に
は
，「
監
査
の
結
果
等
」
の
欄
に
記
載
し
ま
し
た
。
ま
た
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
各

団
体
に
注
意
を
し
ま
し
た
。



（15）　令和５年３月28日　火曜日 第390号宮　　城　　県　　公　　報

団
　
体
　
名

実
施
年
月
日

監
　
査
　
の
　
結
　
果
　
等

公
立
大
学
法
人

宮
城
大
学

５
．
３
．
１
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
に
基
づ
く
大
学
の
設
置
運
営
，
公
開
講

座
に
よ
る
学
習
機
会
の
提
供
，
研
究
成
果
の
普
及
・
活
用
事
業
等

を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
15,515,895,651円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
授
業
料
等
減
免
費
補
助
金

�
111,502,100円

　
〔
交
付
金
〕

　
　
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
運
営
費
交
付
金
�
2,677,128,743円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
土
地
開
発
公
社
５
．
１
．
11
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
，
公
共
用
地

等
の
取
得
，
管
理
及
び
処
分
や
工
業
団
地
の
造
成
等
を
行
っ
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
50,000,000円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
地
方
公
共
団
体
関
係
団
体
共
済
組
合
県
負
担
金
�
2,394,740円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
３
年
度
末
残
高
�
1,290,890,000円

　
〔
債
務
保
証
〕

　
　
債
務
保
証
契
約
に
係
る
令
和
３
年
度
末
借
入
金
残
高

�
394,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
４
．
12．
22
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
向
上
を
図
る
た

め
，
各
種
振
興
事
業
や
啓
蒙
普
及
事
業
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県
総

合
運
動
公
園
等
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
325,000,000円

（
出
資
割
合
51.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
ス
ポ
ー
ツ
協
会
活
動
費
補
助
金
等
�

299,689,097円
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
�

569,855,000円
　
　
宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
�

57,648,000円
　
　
（
２
施
設
と
も
共
同
事
業
体
の
一
員
）

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

阿
武
隈
急
行
株
式
会
社
５
．
１
．
17
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
鉄
道
事
業
法
に
基
づ
く
第
一
種
鉄
道
事
業
者
と
し
て
，
阿
武
隈

急
行
線
の
運
行
管
理
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
384,000,000円

（
出
資
割
合
25.6％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
阿
武
隈
急
行
緊
急
保
全
整
備
事
業
費
等
補
助
金
等

�
229,518,000円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
貸
付
金
に
係
る
令
和
３
年
度
末
残
高
�

225,000,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
期
末
に
お
い
て
，
債
務
超
過
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き

経
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼

環
境
保
全
財
団

４
．
11．
９
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
伊
豆
沼
・
内
沼
の
自
然
環
境
の
保
全
と
活
用
に
関
す
る
調
査
研

究
，
自
然
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
事
業
等
を
行
う
ほ
か
，
宮
城
県

伊
豆
沼
・
内
沼
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
務
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
100,000,000円

（
出
資
割
合
37.6％

）
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
セ
ン
タ
ー

�
30,539,259円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ
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き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
５
．
１
．
26
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
「
宮
城
県
小
児
総
合
医
療
整
備
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
，
妊
娠
，

出
生
か
ら
思
春
期
，
成
人
に
至
る
子
ど
も
の
全
て
の
成
長
過
程
に

お
い
て
，
高
度
で
専
門
的
な
医
療
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,455,166,843円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
補
助
金
等

�
509,295,320円

　
〔
負
担
金
〕

　
　
運
営
費
負
担
金
�

3,145,700,000円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
３
年
度
末
残
高
�
6,469,276,117円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
期
末
に
お
い
て
，
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
経

営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
社
団
法
人

東
北
地
域
医
療
支
援
機

構

４
．
11．
18
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
東
北
医
科
薬
科
大
学
に
お
け
る
資
金
循
環
型
の
修
学
資
金
制
度

へ
の
助
成
を
通
じ
て
，
学
生
を
経
済
的
に
支
援
す
る
こ
と
に
よ

り
，地
域
医
療
を
支
え
る
医
師
を
育
成
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
9,000,000,000円

（
出
資
割
合
93.0％

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
基
本
会
費
負
担
金
�

120,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
腎
臓
協
会

５
．
１
．
27
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
人
工
透
析
及
び
腎
移
植
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
蒙
事
業
や
移

植
に
関
す
る
研
究
・
条
件
整
備
に
対
す
る
助
成
事
業
等
を
行
っ
て

い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
200,000,000円

（
出
資
割
合
39.6％

）
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
国
際
化
協
会

４
．
11．
18
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
多
文
化
共
生
と
県
民
主
体
の
国
際
交
流
や
国
際
協
力
活
動
を
促

進
す
る
と
と
も
に
，
市
町
村
及
び
各
種
国
際
交
流
団
体
の
連
絡
調

整
や
援
助
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
750,000,000円

（
出
資
割
合
71.8％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
国
際
交
流
事
業
補
助
金
等
�

34,272,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

一
般
財
団
法
人

み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン

タ
ー

４
．
12．
19
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
産
業
振
興
推
進
の
た
め
，
国
際
見
本
市
，
展
示
会
，
会
議
，
イ

ベ
ン
ト
，
大
会
等
の
開
催
及
び
産
業
情
報
の
提
供
等
の
諸
活
動
を

行
う
ほ
か
，
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
業
務
を
利

用
料
金
制
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
900,000,000円

（
出
資
割
合
50.6％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
利
用
制
限
等
協
力
金

�
219,151,377円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
（
共
同
事
業
体
の
一
員
）

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
社
団
法
人

宮
城
県
青
果
物
価
格
安

定
相
互
補
償
協
会

４
．
11．
14
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
主
要
青
果
物
生
産
の
安
定
供
給
と
生
産
農
家
の
経
営
安
定
を
図

る
た
め
，
生
産
者
，
農
業
関
係
団
体
等
が
負
担
し
た
補
償
準
備
金

を
基
に
，
出
荷
販
売
価
格
の
低
落
時
に
差
額
を
補
填
す
る
相
互
補

償
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
172,000,000円

（
出
資
割
合
41.5％

）



（17）　令和５年３月28日　火曜日 第390号宮　　城　　県　　公　　報
　
〔
補
助
金
〕

　
　
青
果
物
価
格
安
定
対
策
事
業
補
助
金
等
�

7,123,010円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

一
般
社
団
法
人

宮
城
県
畜
産
協
会

４
．
12．
22
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
畜
産
経
営
の
安
定
的
発
展
と
畜
産
振
興
の
た
め
，
畜
産
業
を
営

む
者
の
経
営
及
び
畜
産
業
を
営
む
者
が
組
織
す
る
団
体
の
運
営
指

導
，
家
畜
管
理
等
の
技
術
的
支
援
，
畜
産
物
の
価
格
安
定
対
策
等

の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
147,500,000円

（
出
資
割
合
57.5％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
肉
用
牛
価
格
安
定
対
策
事
業
費
助
成
金
等
�

13,227,244円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
獣
医
師
養
成
確
保
修
学
資
金
給
付
事
業
負
担
金
�
500,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人

み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基

金

５
．
２
．
７
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
森
林
の
公
益
的
機
能
の
維
持
・
増
進
を
図
る
た
め
，
森
林
の
適

正
な
管
理
に
関
す
る
啓
発
指
導
，
就
労
条
件
改
善
対
策
事
業
及
び

林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
250,000,000円

（
出
資
割
合
49.97％

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
林
業
労
働
力
関
係
事
業
補
助
金
等
�

5,414,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
現
金
預
金
に
お
い
て
，
残
高
が
一
致
し
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ

た
の
で
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

公
益
財
団
法
人

宮
城
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭

公
社

４
．
11．
25
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
仙
台
塩
釜
港
に
お
け
る
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
の
建
設
，
改
良
及
び
維

持
管
理
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
20,000,000円

（
出
資
割
合
100.0％

）
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
３
年
度
末
残
高
�

151,542,620円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
開
発
株
式
会
社
４
．
10．
26
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
石
巻
港
に
お
け
る
倉
庫
業
と
し
て
の
輸
出
入
木
材
保
管
業
務
，

船
舶
給
水
事
業
，
砕
石
供
給
販
売
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
30,000,000円

（
出
資
割
合
33.3％

）
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会

社
５
．
１
．
12
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
鉄
道
事
業
法
に
基
づ
く
第
一
種
鉄
道
事
業
者
と
し
て
，
仙
台
空

港
ア
ク
セ
ス
線
の
運
行
，
管
理
等
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
3,769,000,000円

（
出
資
割
合
52.9％

）
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
令
和
３
年
度
末
残
高
�
6,809,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
期
末
に
お
い
て
，
債
務
超
過
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き

経
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

社
会
福
祉
法
人

鶴
寿
会

５
．
２
．
１
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
�　
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
，軽
費
老
人
ホ
ー
ム
）及
び
第
二
種
社
会
福
祉
事
業（
認

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
等
）
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金
等
�

55,009,069円
３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
商
工
会
連
合
会
５
．
２
．
６
１
　
団
体
の
事
業
概
要
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公
安
委
員
会

　
�　
各
地
区
商
工
会
の
組
織
や
事
業
に
つ
い
て
指
導
及
び
連
絡
等
を

行
い
，
商
工
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金
等
�
1,482,832,062円

３
　
監
査
の
結
果

　
�　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
�　
令
和
５
年
３
月
28日
（
火
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
３４号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
３
月
28日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

令
和
５
年
５
月
９
日
か
ら

令
和
５
年
６
月
30日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は

教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し
よ
う
と

す
る
者

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
令
和
４
年
、
令
和
５
年
度
自
動
車
安
全

運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等

に
よ
り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
５
年
３
月
28日
（
火
）
か
ら
令
和
５
年
４
月
12日
（
水
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）


